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会 議 録 

 

会 議 名 佐野市立城東中学校区小中一貫校開校準備委員会 令和７年度 第１回会議 

日 時 令和７年６月２４日（火) 午後６時３０分～午後７時２５分 

場 所 佐野市立城東中学校 南校舎１階 会議室 

出 席 者 

【参加者】（１５名） 

 別紙「委員名簿」のとおり 

 （欠席者 １名） 

 

【事務局】（計９名） 

 佐野市教育委員会 

教育長、教育部長 

学校適正配置課 

 課長、係長、係員５名 

配 付 資 料 

・次第、委員名簿 

・資料１  佐野市の義務教育学校の整備について 

・資料２  佐野市立城東中学校区小中一貫校の整備について 

・資料３  佐野市立城東中学校区小中一貫校開校準備委員会設置要綱 

・資料４  佐野市立城東中学校区小中一貫校開校準備委員会専門部会 

設置方針(案) 

・資料５  佐野市立城東中学校区小中一貫校の協議体制について 

・追加資料 佐野市立城東中学校区小中一貫校開校準備委員会 内規(案) 
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委員会内容 

委員会の内容については以下のとおり。 

１ 開会  司会（学校適正配置課長） 

２ 教育長あいさつ 

３ 出席者紹介（自己紹介） 

４ 概要説明 

  ・事務局から資料１、２、３を基に説明。 

・委員からの質疑は以下のとおり。 

（委 員）出席者について教えていただきたい。資料２には、町会が多く

あるが、すべての町会がこの会議の対象なのか、それとも今回

出席している方が対象なのか。 

（事務局）今回出席していただいている町会長は、町会長連合会から、各

小学校区の代表としてご推薦いただいている。今回出席してい

ない町会長も対象となる。 

（委 員）資料１の５ページに義務教育学校の整備により、課題の１つに

「複式学級の解消」とあるが、城東中学校区については、該当し

ないということでよいか。 

（事務局）現在の城東中学校区内の学校には、複式学級はない。しかし、将

来的に発生することは予想されている。また、計画策定時に市内

の他の学校で複式学級が存在し、解決しなければならない課題

として認識されていた。ここでいう「複式学級の解消」とは、少

子化対策の一つとしてご理解いただきたい。 

（委員長）補足だが、資料１の２ページ「小中学校別 児童生徒数推移予

測」の城東中学校の数値が、令和７年度が「３５４人」とあり、

この数値のとおり、在籍している。そして、５年後の令和１２年

度では、「１７０人」と急激に半減しているように見受けられる

が、「１７０人」のほかに北中学校の大規模校解消施策により城

東中学校に通う生徒や西中学校区から城東中学校に通う生徒も

いる。実際、令和７年度の生徒の半数以上が学区以外からの生徒

であることから、急激に生徒数が半減することではないという

ことをご理解いただきたい。 

（事務局）現状については、実際の在籍者数を提示できるが、予測値につい

ては、住所から算出するほかないため、このような数字の提示と

なっている。 
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５ 委員長及び副委員長の選任について 

  委員長・副委員長を選任。 

  委員長：城東中学校 校長 

副委員長：佐野小学校 校長  城東中学校 ＰＴＡ会長 

６ 議題 

（１）専門部会設置方針（案）について 

・事務局から資料４を基に説明。質疑なし。 

・案のとおり決定された。 

（２）協議体制について 

・事務局から資料５を基に説明。質疑なし。 

・案のとおり決定された。 

（３）今後の協議方針について 

・事務局から今年度の本委員会及び各部会の開催予定について説明し

た。（開校準備委員会は今回を除いてあと１回、２月を予定、専門部

会については、今年度は総務部会のみ設置し、７月に１回、９～１０

月に１回、１月～２月に１回、計３回を予定している。協議の進捗状

況等により、開催時期や回数は変更することをご了承いただきた

い。） 

  ・今後の協議方針について、事務局提案のとおり承認された。 

  ・委員からの質疑は以下のとおり。 

（委 員）総務部会について、７月３日に予定していると思うが、他のＰＴ

Ａの部会員はすでに決まっているのか。 

（事務局）他の学校のＰＴＡにおいても部会員を選出済。 

７ その他 

・委員から全体を通しての質疑。 

（委 員）事務局に他の会議との調整をしていただきたい。本日も別会議が

あったが、こちらを優先した。 

（事務局）学校へ確認すれば予定を把握できるか。 
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（委 員）おそらく、学校への確認で大丈夫かと思われる。 

（事務局）これからの会議では注意していく。 

・事務局から、開校準備委員会 委員長等に係る内規を定め、円滑な交

代がなされるよう提案。質疑なし。 

・内規について、事務局提案のとおり承認された。 

８ 閉会 

 


